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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

株式会社牧田工務店所有ベル式２０６Ｂ型ＪＡ９７５９（回転翼航空機）は、平成元 

年７月６日、人員輸送のため静岡市丸子の場外離着陸場（以下「丸子ヘリポート」とい 

う。）から伊東市川奈の場外離着陸場（以下「川奈ヘリポート」という。）に向けて飛行中、 

０８時過ぎ、伊東市の山中に墜落した。

同機には、機長ほか２名が搭乗していたが、全員死亡した。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成元年７月６日、運輸大臣から事故発生の通報を受け、 

当該事故の調査を担当する主管調査官ほか１名の調査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成元年７月６日～８日 現場調査



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ９７５９の機長は、機長の兄とその友人をゴルフ場まで送るため平成元年７月

６日東京航空局東京空港事務所に丸子ヘリポートから川奈ヘリポート及び同ヘリポー

トから丸子ヘリポートへの飛行計画を通報した。機長の兄とその友人は、同日、仲間

と川奈でゴルフを予定しており、そのスタート予定時刻は８時４０分であった。

往路の飛行計画は、有視界飛行方式、巡航速度１００ノット、出発地丸子ヘリポー

ト、土肥経由、目的地川奈ヘリポート、所要時間４０分、飛行目的レジャー、持久時

間で表された燃料搭載量２時間、搭乗人員機長ほか２名であった。

同機は、機長及び同乗者２名が搭乗し、０７時３０分ごろ丸子ヘリポートを離陸し 

て、川奈ヘリポートへ向け飛行を開始した（付図１、付図２及び付図３参照）。

同機は、０７時３３分ごろ、東京航空路情報提供センタ（以下「東京インフォメーショ 

ン」という。）と交信し、静岡市の上空高度１，０００フイート、これより川奈へ向かう 

旨の位置通報を行うと同時に伊豆の気象情報を要求したが、東京インフォメーション 

は当時伊豆方面を飛行中の航空機がないため同付近の気象情報を持っていない旨を返 

答している（別添参照）。

さらに、０７時３８分ごろ東京インフォメーションに駿河湾上空高度１，０００ 

フィートであるとの位置通報を行うとともに土肥方面には雲がだいぶあるので前記飛 

行計画上の経路を大瀬崎、大仁経由に変更する旨通報した。

また、川奈ヘリポートの従業員によれば、同機は０７時４０分ごろ川奈ヘリポート 

に電話連絡を行い、到着予定時刻は１５分後である旨通報したとのことであった。

０７時５８分同機は、修善寺上空高度１，５００フイート、川奈へ向かう旨、また川 

奈の到着予定時刻は遅くとも０８時１０分である旨を東京インフォメーションに通報 

した。

その後、同機から東京インフォメーションへの通報はなく、また、到着予定時刻を 

過ぎても目的地に到着しなかったので捜索救難活動が開始され、１１時４８分同機は、 

川奈ヘリポートの北西約６．７キロメートルの山中（馬場平北尾根先端部の北側斜面、 

標高約３２０メートルの位置）に墜落しているのが発見された。

同機は、大破したが、火災は発生しなかった。

中伊豆町から伊東市の同機の墜落現場付近にかけて、当日朝８時前後に飛行中のヘ 

リコプタを目撃したという者及びヘリコプタの音を聞いたという者が多数いる。調査 

の結果、当時この付近を有視界飛行方式で飛行していた航空機は、同機を除いてない 

ので、これらの者が目撃し又はその音を聞いたという航空機は、同機であるとみられ 

るが、その口述は要旨次のとおりである。



中伊豆町八幡（事故現場のほぼ西約７キロメートル）

（目撃者Ａ）

７時５５分ごろヘリコプタが低空で中伊豆中学校の上空を修善寺方向から伊 

東方向に飛行しているのを見た。当時のその付近の天気は曇りで青空が見えず 

雲が低く垂れ込めていた。

（目撃者Ｂ）

７時５０分ごろ中伊豆中学校付近でヘリコプタが低空で西から東の冷川峠の 

方に向かって飛行しているのを見た。当時の天気は、雲が少しあったが、青空が 

広がっていた。南の天城山は、雲が中腹まで垂れ下がっていた。

中伊豆町冷川（事故現場の西南西約５キロメートル）

（目撃者Ｃ）

８時ごろヘリコプタが、通常伊東に向かってのヘリコプタの経路となってい 

る冷川の上空を低空で冷川峠に向かって飛行しているのを見た。天気は曇りで、 

西の修善寺側は、もやがあるものの山は見えた。しかし、東の伊東側にある冷 

川峠はガスかもやで真っ暗で全く見えなかった。

（目撃者Ｄ）

８時１０分ごろヘリコプタが八幡方面から県道伊東・修善寺線に沿って冷川 

方向に飛んでいるのを見た。給油所のすぐ前の山より低く見えるぐらい低空を 

飛んでいた。給油所付近は、霧は出ていなかった。

中伊豆町徳永（事故現場の西南西約４．５キロメートル）

（目撃者Ｅ）

８時ごろヘリコプタが、冷川峠の北側を伊東方向に飛行して行くのを目撃し 

たが、その付近は濃い霧に包まれていた。

（音のみを聞いた者Ｆ）

８時ごろヘリコプタの爆音を台所で聞き、窓から同機を見ようとしたが見え 

なかった。当時この付近は霧が深く約５００メートル先の伊豆スカイラインの 

道路が見えなかった。

伊東市西部

（音のみを聞いた者Ｇ：付図３のＧ地点、標高２００メートル）

７時から８時までの間だとおもうが、農作業中、航空機の爆音を遠くに聞い 

た。当時、今にも雨が降りそうな天気で、霧が立ち込め、周囲の山が見えない状 

況だった。



（目撃者Ｈ：付図３のＨ地点、標高約１７０メートル）

８時１５分の少し前と思うがヘリコプタが西の山すれすれに北西方向に飛行 

しているのを家の中から窓ごしに目撃した。当時天気は、ガスがかなり強く、 

見通しが悪かった。

（目撃者Ｉ：付図３のＩ地点、標高約２２０メートル）

８時１０分ごろ大きな爆音を聞いたので、玄関に出て見ると、西側の家の屋 

根の上（馬場平北尾根方向）にヘリコプタの尾部が一瞬見え、視界から消えた。

（音のみを聞いた者Ｊ：付図３のＪ地点、標高約２３０メートル）

８時ごろ、家の中で大きな爆音を聞き、窓を開け見ようとしたが見ることが 

できなかった。当時、霧が発生しており、約１００メートルの所にある裏山が 

見えず視界は６０～７０メートルぐらいだった。

（目撃者Ｋ：付図３のＫ地点、標高約１７０メートル）

８時ごろ研修所の窓ごしにヘリコプタが同所の北側を低空で東から西の方へ 

飛行しているのを目撃した。当時天気は曇り、全体にぼんやりとしており、強 

い霧が出ており視界は２００～３００メートルであった。

（目撃者Ｌ：目撃者Ｋと同じ位置）

８時ごろ研修所のベランダからヘリコプタが同所の北側を西から東の方へ低 

空で飛行するのを目撃した。同機は、５秒ぐらいのうちに霧の中に消えてしまっ 

た。天気はガスがかかっていてちょうど雲の中にいるような感じで視界は２０ 

０～３００メートルぐらいだった。

（目撃者Ｍ：付図３のＭ地点、標高約１６０メートル）

８時ごろ採石現場で作業準備中、西の方から爆音が聞こえ、その方を見ると 

霧の中を低空で飛行しているヘリコプタを２～３秒間垣間見た。その後、馬場 

平北尾根方向で「バサッ」というような音がし、エンジン音がしなくなった。当 

時の天気は、馬場平の北尾根部分は霧が濃く、ほとんど見えず、また、大平山 

（通称）は霧で全く見えず、更に大平山の東尾根部分は上部に霧がかかっており、 

視界は約１００メートルだった。

（目撃者Ｎ：目撃者Ｍと同じ位置）

８時ごろエンジン音が異常に近くに聞こえたので西の方を見るとヘリコプタ 

が飛行しており、その北側の山に衝突しそうになり急上昇して、その山の手前 

で２～３回旋回しているのを見た。霧が深くて飛行の目標を失っていると直感 

した。そのうち、「ガサッ」というような音とともにエンジン音が聞こえなくなっ 

た。天気は、霧が深くヘリコプタが見え隠れする状態で視界は３００～４００ 

メートルぐらいだった。

事故発生時刻は、０８時過ぎであったと推定される。



２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

搭乗者３名全員が死亡した。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

大破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

2.3.2.1　胴体

（１）キャビン部分はつぶれ、原型を留めていなかった。

テール・ブームはホリゾンタル・スタビライザの前方部分で折れ曲がってい 

た。

計器板は右上方の破損がひどく、高度計、昇降計、旋回計、水平儀、定針 

儀は、計器板から脱落していた。

バーティカル・フィン及びテール・ギア・ボックスは、テール・ブームか 

ら分離・脱落していた。

スキッドは５つに分断され、両スキッドの先端部は、地面に突き刺さって 

いた。

2.3.2.2　フライト・コントロール系統

（１）サイクリック・スティック及びコレクティブ・ピッチ・レバーは、その付 

け根で折れていた。

（２）ラダー・ペダルは、共に破損し、原型を留めていなかった。

（３）シリンダ・サポート・アッセンブリは、機体から脱落し、かつ、同アッセ 

ンブリに取り付けられていたメイン・ロータ・サーボ・アクチュエータの３ 

個のうち、２個は同アッセンブリから脱落していた。

また、プッシュプル・ロッド及びベルクランク等は、随所で破断していた。

2.3.2.3　ロータ及びトランスミッション

（１）メイン・ロータ・ブレード及びマストは、メイン・トランスミッションと 

共に機体から外れ、片方のブレードは先端から約１／３が切断され、付け根 

から約１／３のところで折れ曲がっていた。

（２）テール・ロータ・ブレードはテール・ロータ・ギア・ボックスと共に脱落し 

て、両方のブレードは折れ曲がっていた。



2.3.2.4　エンジン

エンジンは機体の架台に取り付いていたが、コンバッション・セクションとコン 

プレッサ・ディスチャージ・エア・ダクトが大きく潰れていた。

2.3.3　事故現場の状況（付図４参照）

事故現場は、馬場平北尾根先端部斜面の山林で、標高は約３２０メートル、また 

斜面の勾配は約３５度である。

事故現場には、東西に長さ約６．１メートル幅約２．８メートル深さ約５５センチ 

メートルのくぼみができ、当該くぼみの東側に左右両スキッドの先端部が突き刺さ 

っており、くぼみの西側直近にある木の根元の部分の狭い範囲に機体の大部分がほ 

とんど原形を留めない状態で散乱していた。

また、くぼみの北側に長さ約４メートル、幅約１．４メートルにわたってメイン・ 

ロータが地面をえぐったとみられる跡がみられた。くぼみの端から南東約４メート 

ルにある立木には、メイン・ロータによって切断されたとみられる明瞭な跡があり、

切断面は水平面に対し北側に約７０度の傾斜をもっていた。

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報 

山林に若干の被害があった。

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ４３歳

自家用操縦士技能証明書 第１４００３号 昭和６３年１０月２５日

限定事項 回転翼航空機 陸上単発タービン機

第二種航空身体検査証明書 第２３７１１２１７号

有効期限 平成２年１月１６日

総飛行時間 ９１時間１６分

同型式機による飛行時間 ９１時間１６分

最近３０日間の飛行時間 ２時間３１分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ベル式２０６Ｂ型

製造番号 ３９６５

製造年月日 昭和６２年８月１７日



耐空証明書 第東６３－６７７号

有効期限 平成元年１２月２１日

総飛行時間 ２７４時間４６分

輸入再組立（１００時間点検を含む。

昭和６３年１２月２１日完了）後の飛行時間 ３４時間４７分

2.6.2　エンジン

型式 アリソン式２５０－Ｃ２０Ｊ型

製造番号 ＣＡＥ－２７０３３８

製造年月日 昭和６１年９月２９日

総使用時間 ２７４時間４６分

耐空証明検査（昭和６３年１２月２２日実施） 

後の使用時間 ３４時間４７分

2.6.3　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は２，８７７ポンド、重心位置は１０９．６インチと推算さ 

れ、いずれも許容範囲（最大離陸重量３，２００ポンド、事故当時の重量に対応する 

重心範囲１０６．０～１１２．４インチ）内にあったものと認められる。

2.6.4　燃料及び潤滑油

燃料は航空用燃料ジエットＡ－１、潤滑油はモービル・ジエットオイル２５４で 

いずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　事故当日、０６時００分発表の静岡地方の天気概況は、気象庁によれば次のと 

おりであった。

「高気圧が三陸沖と日本海にあって北日本を覆っています。一方、梅雨前線は日 

本の南海上に停滞しています。今朝の静岡県は、曇りで所々で晴れとなっています。

これから今夜にかけても梅雨前線は南海上に停滞し、低気圧が南海上を通過する 

でしょう。また、上空に冷たい空気が入っていますので大気の状態が不安定となり 

雷雨となる所があるでしょう。」（付図５ 極東地上天気図７月６日０６時参照）。



2.7.2　事故現場のほぼ西約６０キロメートルに位置する静岡地方気象台、事故現場 

の北約９キロメートルに位置する網代測候所及び事故現場の南南西約４５キロメー 

トルに位置する石廊崎測候所の０９時００分の地上気象実況は次ぎのとおりであっ

た。

なお、３地点とも０８時００分の観測は、行っていない。

静岡 風向 東、風速３．９メートル／秒、雲量１／１０未満 積雲 高さ不 

明、雲量１／１０ 高積雲 高さ不明、雲量６／１０ 巻雲 高さ不明、 

視程８キロメートル、煙霧、海面気圧 １０１０．１ミリバール

網代 風向 北北西、風速２．７メートル／秒、雲量２／１０ 積雲 雲高

５００メートル、雲量９／１０ 高積雲 高さ不明、雲量１０／１０ 

高層雲 高さ不明、視程６キロメートル、もや、海面気圧 １０１１．０ 

ミリバール

石廊崎 風向 東、風速１０．０メートル／秒、雲量７／１０ 高積雲 高さ不 

明、雲量１０／１０ 巻雲 高さ不明、視程８キロメートル、もや、 

海面気圧１００７．１ミリバール

2.7.3　事故現場の南東約３３キロメートルに位置する大島測候所大島空港出張所の 

０８時００分の定時気象観測値は次のとおりであった。

風向０３０度、風速１５ノット、視程１５キロメートル、もや、雲量６／８層雲 

雲高９００フイート、雲量８／８乱層雲雲高３，０００フイート、気温２０度Ｃ、 

露点温度１８度Ｃ、高度計規正値２９．８４インチ／水銀柱

2.7.4　事故現場の東約２．５キロメートルに位置する伊東市役所に設置されている 

伊東消防署の気象観測機器によれば、０８時００分の観測値（非公式）は、風向北北 

東、風速４．５メートル／秒、気温２０．５度Ｃ、湿度８５パーセントであった。

2.7.5　気象についての目撃者等の口述の要旨は、２．１のとおりである。

2.7.6　８時過ぎ、川奈ヘリポートで同機の到着を待っていた者によれば、当時山の 

頂上付近は、霧がかかっており、また、風は東から吹いていたとのことである。

2.7.7　事故現場の北東約２．５キロメートルの海岸線に所在するヘリコプタ使用事 

業会社に勤務する操縦士によれば、出勤した０９時ごろ西から南へかけて山側の天 

気は、もやがかかり視程が１～２キロメートルぐらい、雲高は山の色と雲の色が判 

別できないぐらい低かったので当日伊東周辺の運航を中止したとのことである。



また、同操縦士は静岡から伊東への飛行経験は数回あるが、梅雨時期には、伊豆 

連峰の東と西では天気が急変することが多いので、同連峰に雲がかかっているとき 

は必ず石廊崎経由で海岸線を飛行しているとのことである。

２．８　通信に関する情報

同機は、飛行中東京インフォメーションと交信を行っていた。交信状況は、良好で 

あり、交信記録は、別添のとおりである。

２．９　人の生存、死亡又は負傷に関係ある捜索、救難及び避難等に関する情報

同機が、到着予定時刻（０８時１０分）を過ぎても目的地に到着しないので東京空港 

事務所救難調整本部は、関係機関の協力を得て直ちに捜索救難業務を開始した。

静岡県警、防衛庁、海上保安庁、伊東市及び民間による空陸による捜索が行われ、同 

機は１１時４８分ごろヘリコプタにより発見され１２時３５分遭難が確認された。

２．１０　その他必要な事項

機長の兄のゴルフ仲間によれば、同ゴルフの計画が決定した本事故発生の約１月前 

に、機長は「伊豆は霧で怖い所なので、もし霧のときは海岸線沿いに飛行する。」と 

述べていたとのことである。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.1.2　ＪＡ９７５９は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われてい 

た。

3.1.3　同機は、東京インフォメーションと交信しながら飛行していたが同機の異常 

について通報がなかったこと、同機の墜落地点に最も近い位置にいた目撃者が霧の 

ため同機を見失った後も爆音が引き続き聞こえていたが突然「バサッ」というような 

音とともに爆音がなくなったと述べていること及び調査の結果、事故発生に結び付 

く機材上の異常を見いだすことができなかったことから、同機は事故発生まで異常 

がなかったものと推定される。



3.1.4　出発に際し、機長は川奈ヘリポートに同ヘリポート周辺の気象の問い合わせ 

を行っておらず、また、飛行中同ヘリポートに電話で到着予定時刻を通知した際に 

も同ヘリポート周辺の気象情報を確認しなかったことから、機長は事前に目的地付 

近の気象情報を把握していなかったものと推定される。

3.1.5　関係者の口述から、機長は、提出した飛行計画上のコースの気象が悪かった 

場合には、石廊崎経由で海岸線沿いのコースをとる計画であったとみられるが、当 

時南伊豆方面の気象が悪く、コースの変更にあたって大瀬崎経由としたことが考え 

られる。

3.1.6　目撃者等の口述から同機は修善寺町上空において東京インフォーメーション 

と交信後、県道伊東・修善寺線に沿って飛行し冷川峠のやや北から馬場平上空に出 

て、その後は馬場平北尾根に沿うように北上し、大平山東尾根と馬場平北尾根の間 

の谷間に入り込んだものと推定される。

3.1.7　目撃者等の口述から推定飛行経路の気象は、出発地から中伊豆町と伊東市の 

境界（冷川峠のやや北）に至るまでは、有視界気象状態を維持して飛行することがで 

きたものと推定されるが、以後急激に視程が低下し経路上を有視界気象状態を維持 

して飛行を継続することが困難になっていたものと推定される。

3.1.8

（１）同機が通過したと推定される中伊豆町と伊東市の境界付近の標高は４００ 

～５００メートルであるのに対し、墜落地点の標高は約３２０メートルであ 

るので、同機はこの間でかなり高度を下げていること

（２）同機が馬場平北尾根に沿って北に向かって飛行しているとみられるところ  

を目撃した者がいることから、その付近では機長は地上を視認することは可 

能であったと推定されること

（３）また、目撃者が山すれすれの所を飛行していたと述べていること

以上のことから、機長は視程が低下する状況下で伊東市に入ってから同機の高度

を下げ、 地表面を視認しながら飛行を続けるうちに馬場平北尾根に沿って飛行し 、

谷間に入り込んでしまったものと推定される。

3.1.9　目撃者Ｋ、Ｌ、Ｍ及びＮの口述から、同機は地表面がわずかに見える状況下 

で山への衝突を避けながら飛行を続けているうちに馬場平北尾根の北側斜面に墜落 

するに至ったものと推定される。



3.1.10　２．３．３項に示す事故現場の状況から、同機は東の方角からバンク角約７０ 

度で極端な機首下げ姿勢で斜面に墜落したものと推定されることから、墜落直前に 

は機長が空間識失調に陥っていたことも考えられる。

４　原因

本事故は、機長が気象判断を誤り有視界気象状態を維持できない状態で飛行したこ 

とによるものと推定される。

所見
自家用操縦士が操縦する航空機の事故で、気象状態悪化のため飛行中に視程が低下 

し又は雲中に入ったことにより発生したと推定される死亡事故が昭和６１年以降毎年 

発生している。

これらの事故の原因には、雲中飛行の危険性についての理解の不足、甘い気象判断 

等が関与しているとみられるので、各操縦士が有視界気象状態を維持して飛行するこ 

との重要性を改めて認識するとともに、操縦士に対し的確な気象判断のもと安全飛行 

に努めるよう指導が強化されることが望まれる。
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東京航空路情報提供センタとの交信記録




